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○ 

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
九
号
） 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又

は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
払
込
金
額
の
公
示
の
方
法
） 

第
百
三
十
四
条 

法
第
八
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
払
込
金
額
の
公
示
は

、
当
該
払
込
金
額
が
適
用
さ
れ
る
募
集
投
資
口
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

募
集
投
資
口
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
引
換
え
に
す
る
金
銭
の
払
込
み
の

期
日
の
前
日
ま
で
に
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
及
び
当
該
投
資
法
人
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
（
そ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
各
号
の
い
ず
れ
か
）
の
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

［
一
・
二 

略
］ 

２ 

［
略
］ 

（
払
込
金
額
の
公
示
の
方
法
） 

第
百
三
十
四
条 

法
第
八
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
払
込
金
額
の
公
示
は

、
当
該
払
込
金
額
が
適
用
さ
れ
る
募
集
投
資
口
（
法
第
八
十
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
募
集
投
資
口
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
引
換
え
に
す
る
金
銭
の

払
込
み
の
期
日
の
前
日
ま
で
に
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

［
一
・
二 

同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

 

（
払
戻
金
額
の
公
示
の
方
法
） 

第
百
七
十
一
条 

法
第
百
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
払
戻
金
額
の
公
示
は
、
第

百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

［
略
］ 

 

（
払
戻
金
額
の
公
示
の
方
法
） 

第
百
七
十
一
条 

法
第
百
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
払
戻
金
額
の
公
示
は
、
第

百
三
十
四
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 
［
同
上
］ 

 



 

 

 

別
紙
様
式
第
18号

（
第
256条

第
１
項
関
係
）
 

（
日
本
産
業
規
格
А
４
）
 

第
 

期
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

営
業
報
告
書

 

○
○
財
務
（
支
）
局
長
 
 
殿
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
提
出
 

登
録
番
号
 
 
 
 
○
○
財
務
（
支
）
局
長
 
第
 
号
 

商
 

 
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所
在

地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

執
行
役
員
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

１
．
法
第
188条

第
１
項
の
登
録
申
請
書
又
は
法
第
191条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
に

旧
氏
及
び
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
提
出
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
し

た
当
該
旧
氏
及
び
名
を
変
更
す
る
旨
を
届
け
出
る
ま
で
の
間
、
「
執
行
役
員
名
」
に
当
該

旧
氏
及
び
名
を
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
し
、
又
は
当
該
旧
氏
及
び
名
の
み
を
記
載
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

２
．
投
資
主
の
請
求
に
よ
り
投
資
口
の
払
戻
し
を
す
る
旨
の
規
約
の
定
め
が
あ
る
投
資
法
人

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
投
資
法
人
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
（
そ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

業
 
 
務
 
 
の
 
 
状
 
 
況

 

［
⑴
～
⑸
 
略
］
 

別
紙
様
式
第
18号

（
第
256条

第
１
項
関
係
）
 

（
日
本
産
業
規
格
А
４
）
 

第
 

期
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

営
業
報
告
書

 

○
○
財
務
（
支
）
局
長
 
 
殿
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
提
出
 

登
録
番
号
 
 
 
 
○
○
財
務
（
支
）
局
長
 
第
 
号
 

商
 

 
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所
在

地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

執
行
役
員
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

 
 
法
第
188条

第
１
項
の
登
録
申
請
書
又
は
法
第
191条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
に

旧
氏
及
び
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
提
出
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
し

た
当
該
旧
氏
及
び
名
を
変
更
す
る
旨
を
届
け
出
る
ま
で
の
間
、
「
執
行
役
員
名
」
に
当
該

旧
氏
及
び
名
を
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
し
、
又
は
当
該
旧
氏
及
び
名
の
み
を
記
載
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

  

 

業
 
 
務
 
 
の
 
 
状
 
 
況

 

［
⑴
～
⑸
 
同
左
］
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 

年
 
 
月
 
 
日
か
ら

 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で

 
年
 
 
月
 
 
日
か
ら

 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で

 

2


